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第 ８ 回   熊本県議会    農林水産常任委員会会議記録 

 

令和８年３月13日(金曜日) 

            午前10時０分開議 

            午後０時13分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第46号 令和８年度熊本県一般会計予

算 

議案第55号 令和８年度熊本県林業改善資

金特別会計予算 

議案第56号 令和８年度熊本県沿岸漁業改

善資金特別会計予算 

議案第87号 熊本県豊かな森林の保全に関

する条例の制定について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

  ①新規就農者の状況について 

  ②くまもと林業大学校の機能拡充に伴う 

基本構想(案)について 

  ③新漁業取締船あまくさの就役について 

  ④令和７年８月豪雨を踏まえた浸水被害 

を軽減する対策(案)について 

令和７年度農林水産常任委員会における取

組の成果について 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(７人) 

        委 員 長 河 津 修 司 

        副委員長 池 永 幸 生 

        委  員 前 川   收 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 山 口   裕 

        委  員 松 村 秀 逸 

委  員 幸 村 香代子 

欠 席 委 員(１人)  

        委  員 西 村 尚 武 

委員外議員(なし)  

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 中 島   豪 

理 事 

（食のみやこ推進担当） 

兼食のみやこ推進局長 間 宮 将 大 

       政策審議監 磯 谷 重 和 

生産経営局長 德 永 浩 美 

      農村振興局長 永 田   稔 

        森林局長 宮 脇   慈 

        水産局長 那 須 博 史 

    農林水産政策課長 紙 屋 勝 良 

団体支援課長 岩 野 洋 士 

政策調整監 杉 谷 将 洋 

 流通アグリビジネス課長 甲 斐 久美子 

      農業技術課長 山 本 剛 士 

農産園芸課長 福 永   哲 

畜産課長 安 武 秀 貴 

     担い手支援課長 林 田 慎 一 

      農村計画課長 野 入 正 憲 

       首席審議員 

     兼農地整備課長 大 森 直 樹 

     むらづくり課長 岩 田 長 起 

      技術管理課長 宮 川 和 幸 

      森林整備課長 野 間   圭 

      林業振興課長 藤 田 隆 利 

森林保全課長 山 下 聖 二 

      水産振興課長 山 下 博 和 

    漁港漁場整備課長 植 田 光 和 

農業研究センター所長 工 藤 真 裕 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

         議事課参事 中 野 千 春 

政務調査課主幹 入 船 卓 雄 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○河津修司委員長 ただいまから第８回農林

水産常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に１名の傍聴の申出がありま
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したので、これを認めることにいたしまし

た。 

 それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。 

 質疑については、執行部の説明終了後、一

括して受けたいと思います。 

 なお、執行部の説明は、効率よく進めるた

めに、着席のまま簡潔に行ってください。 

 初めに、中島農林水産部長から総括説明を

行い、続いて、各担当課長から順次説明をお

願いいたします。 

 

○中島農林水産部長 今定例会に提案してお

ります議案の説明に先立ち、中東情勢の緊迫

化に伴う農林畜水産業への影響について御報

告いたします。 

 今月２日からの中東情勢の緊迫化に伴い、

原油相場は2008年の最高値に迫る勢いで急激

に上昇し、高値で推移しています。併せて円

安も進行しており、ガソリンやＡ重油などの

石油類で値上がりが続いているところでござ

います。 

 この状況を受けまして、国において、ガソ

リン価格を抑制する補助金の再開や石油備蓄

の放出も表明されておりますが、燃油だけで

なくビニール等の資材や飼料や肥料などの価

格上昇も懸念されることから、国の対策の動

向も含め、引き続き状況を注視してまいりま

す。 

 それでは、今定例会に提案しております議

案等の概要について御報告いたします。 

 後議として、予算関係が３件、条例関係が

１件、報告関係が４件となっております。 

 まず、令和８年度当初予算についてです。 

 今回の予算は、令和７年８月及び令和２年

７月の豪雨災害、熊本地震からの創造的復興

に加え、くまもと新時代共創基本方針に沿っ

て、稼げる農林畜水産業の実現に向け、食の

みやこ熊本県の創造に必要な事業として、一

般会計と特別会計を合わせて828億円余を計

上しております。 

 それでは、主な取組について、その概要を

御説明いたします。 

 令和７年８月豪雨からの創造的復興につい

ては、農林畜水産業者の経営維持、再建を図

るため、被災者の速やかな営農等の再開及び

産地復興を支援します。 

 特に、被害の大きかったイグサにおいて

は、生産体制の維持や新たな需要創出に向け

た支援を一体的に行い、産地の維持、復興に

向け、しっかりと取り組んでまいります。 

 加えて、令和２年７月豪雨からの創造的復

興と併せ、農地や林道、崩壊した山腹などの

早期復旧に引き続き取り組んでまいります。 

 また、熊本地震からの創造的復興の総仕上

げとなる大切畑ダムの復旧については、令和

８年度の供用開始を目指し、残りの復旧工事

を着実に進めてまいります。 

 次に、くまもと新時代共創基本方針に沿っ

た取組についてです。 

 まず、知事が掲げる食のみやこ熊本県の創

造を推進するに当たり、その要となる農林畜

水産業の担い手確保、育成の取組を進めてま

いります。 

 具体的には、若手就業者のネットワークづ

くりや市町村と連携した地域営農組織の中核

を担う人材の育成を図ります。 

また、林業大学校については、九州初とな

る２年コースの開設など機能を拡充する予定

としており、令和10年度からの運用開始に向

けまして、五木村にある県南校の拠点整備等

を進めてまいります。 

さらに、農林水産関連の高校と連携し、林

業の魅力発信や合同授業、出前授業等に取り

組んでまいります。 

 次に、もう一つの要である稼げる農林畜水

産業の実践についてです。 

 本県の農林畜水産物の生産性向上や競争力

の強化に向け、農地の大区画化や排水改良、

中山間地におけるきめ細やかな整備、産地を
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支える施設整備等への助成、ＤＸ技術を活用

した農林畜水産業のスマート化を進めます。   

また、県内料理人を対象とした産地視察、

研修の実施や地域のコンソーシアムが取り組

む高付加価値化、ブランド化の活動を支援

し、県産品の魅力向上、販路拡大を図ってま

いります。 

 加えて、地域共同活動や農村ＲＭＯの形成

支援など、農山漁村の活性化と次世代への継

承に向けた取組や半導体関連産業の集積地域

における畜産の営農継続支援のための草地造

成や畜産業への理解醸成など、生産者に寄り

添った取組を進めてまいります。 

 このほか、頻発する赤潮被害への対応や森

林Ｊ－クレジットの創出などのゼロカーボン

社会及び循環型社会の推進、田んぼダムや森

林整備など「緑の流域治水」のさらなる推

進、防災・減災、国土強靱化に資するインフ

ラ整備など、これまでに進めてきた重要課題

に対する取組にも引き続きしっかりと取り組

んでまいります。 

 次に、条例等関係では、熊本県豊かな森林

の保全に関する条例の制定１件を提案してお

ります。 

 以上が今回提案しております議案等の概要

です。 

 加えまして、その他報告事項として、新規

就農者の状況、くまもと林業大学校の機能拡

充に伴う基本構想案、新漁業取締船「あまく

さ」の就役及び令和７年８月豪雨を踏まえた

浸水被害を軽減する対策案の４件について御

報告させていただきます。 

 詳細につきましては、この後、担当課長か

ら説明させますので、御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

○紙屋農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農林水産常任委員会説明資料、予算関係及

び条例等関係について説明させていただきま

す。 

 １ページをお願いいたします。 

 令和８年度当初予算総括表でございます。 

 表の左から２番目の欄、令和８年度当初予

算額(Ａ)の欄の一番下、合計欄を御覧くださ

い。 

 農林水産部の令和８年度当初予算額の合計

は、828億1,200万円余で、その右隣の欄、令

和７年度当初予算額の欄の差額と比較しまし

て、84億7,400万円余の増となっておりま

す。 

 比較増減の大きな額としましては、ページ

の中ほど、農地整備課で111億円余の増とな

っておりますが、これは主に令和７年８月豪

雨災害に係る県営団体営農地等の災害復旧事

業費の増に伴う増額でございます。 

 この後、当初予算の内容につきまして、各

課から主なものを御説明させていただきま

す。 

 １ページ戻りまして、目次の最下段でござ

いますが、資料凡例のとおり、各予算の該当

事業説明欄に、新規の事業にはマル新と、さ

らには、各施策に対応する事業には、熊本地

震や８月豪雨、強靱化等を示しております。 

 それでは、２ページにお戻りいただけます

でしょうか。 

 農林水産政策課の予算でございます。 

 ２段目の職員給与費につきましては、現在

配置しております職員数に基づき計算をした

ものでございます。 

 以上、このような職員給与費が度々出てま

いりますが、全て同様でございますので、各

課分も含めまして、説明は省略させていただ

きたいと思います。 

 １枚開けていただきまして、３ページをお

願いいたします。 

 １段目の農政企画推進費の説明欄３、くま

もと農林畜水産アカデミー構想推進事業は、

農林畜水産業における県内の若手就業者のネ

ットワークづくりを支援する活動費でござい
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ます。 

 ２段目の農業公園費の説明欄１、農業公園

運営事業は、指定管理者制度による農業公園

の管理運営に要する経費でございます。 

 また、２の農業公園施設改修は、保全計画

に基づく施設改修に要する経費でございま

す。 

 農林水産政策課からは以上でございます。 

 

○岩野団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 ４ページをお願いします。 

 最下段の農業近代化資金等助成費は、説明

欄１の農業経営の近代化に必要な施設整備等

と２の営農負債を借り換えるための資金に対

する利子補給です。 

 ５ページをお願いします。 

 １段目は、ただいまの２つの資金の利子補

給について、償還期間中の債務負担行為の設

定をお願いするものです。 

 下段の説明欄４は、新たなシステムに移行

するため、システムの構築を委託するもので

す。 

 ６ページ、２段目の農畜産特別資金助成費

は、家畜農家の経営改善のための借換え資金

等に係る利子補給費助成です。 

 ３段目の認定農業者等育成資金助成費の説

明欄２は、認定農業者に低利の運転資金を融

資するための貸付原資について預託するもの

です。 

 ７ページをお願いします。 

 １段目の経営対策資金助成費については、

コロナ禍により経営が悪化または被災された

農業者に対して、引き続き金融支援策を実施

するものです。林業、漁業も同様に実施しま

す。 

 ８ページ、４段目の説明欄、収入保険普及

啓発強化事業は、収入保険への加入を促すた

め、普及啓発を行う熊本県農業共済組合へ助

成を行うものです。 

 ９ページをお願いします。 

 ３段目の林業金融対策費について、説明欄

１の(1)から次ページの(6)までは、森林組

合、椎茸農協や樹芸農協等の多様な資金需要

に対応するための貸付原資について預託する

ものです。 

 11ページをお願いします。 

 最下段の水産業協同組合指導費について、

説明欄３と５は、漁業共済掛金の一部助成や

加入促進に要する経費です。 

 12ページの漁業近代化資金融通対策費は、

漁業経営の近代化を図るための資金に係る利

子補給で、あわせて、償還期間中の債務負担

行為の設定をお願いしています。 

 13ページをお願いします。 

 金融対策費の説明欄２について、(1)は、

県海水養殖漁協に対して、(2)は、県漁連に

対して、事業運営に必要な資金を融資するた

めの貸付原資について預託するものです。 

 下の３は、中小漁業者の経営改善のための

借換え資金に係る利子補給です。 

 14ページの最下段は、ただいまの資金の利

子補給について、償還期間中の債務負担行為

の設定をお願いするものです。 

 16ページをお願いします。 

 林業改善資金特別会計です。 

 ３段目の林業・木材産業改善資金貸付金

は、林業者及び木材事業者の経営改善等を支

援するために貸し付ける無利子の資金です。 

 最下段の木材産業等高度化推進資金貸付金

の説明欄１は、林業関係団体等が経営の合理

化等のために必要な運転資金を低利で融資す

るための貸付原資を預託するものです。 

 ２は、当該資金の貸付原資について、農林

漁業信用基金からの借入期間満了により返済

するものです。 

 18ページをお願いします。 

 沿岸漁業改善資金特別会計です。 

 ２段目の沿岸漁業改善資金貸付金は、近代

的な漁業技術の導入に必要な資金を無利子で
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貸し付けるものです。 

 団体支援課は以上です。 

 

○杉谷食のみやこ推進局付政策調整監 食の

みやこ推進局付でございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 ３段目、農政企画推進費の説明欄、「食の

みやこ熊本」創造推進事業は、農林畜水産団

体をはじめ、食関係者を対象とした交流会実

施などによる県内の食の機運醸成や、首都圏

等の高級レストランシェフ誘致への取組など

による農林畜水産物の高付加価値化、販路拡

大に要する経費でございます。 

 食のみやこ推進局付は以上でございます。 

 

○甲斐流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 一番下の段、農産物流通総合対策費の説明

欄２、フードバレー構想推進事業につきまし

ては、県南地域の活性化を図る熊本県南フー

ドバレー構想の推進に向け、県南地域の食関

連事業者への支援を行う熊本県南フードバレ

ー推進協議会への負担金等に要する経費でご

ざいます。 

 21ページをお願いいたします。 

 説明欄３、６次産業化総合支援強化事業に

つきましては、六次産業化推進のための新商

品開発や販売促進、必要な機器導入、施設整

備等に対します助成等、事業者の経営段階に

応じた支援に要する経費でございます。 

 ６の「食のみやこ熊本」創造コンソーシア

ム推進事業につきましては、「食のみやこ熊

本」の創造に取り組む生産者や事業者、市町

村などで組織するコンソーシアムが実施する

食の高付加価値化の取組や取組の拠点となる

施設の整備、必要機器の導入等に対して助成

を行うものでございます。 

 下のページの最下段、ブランド確立・販路

対策費の説明欄１、くまもと地産地消革新プ

ロジェクト事業につきましては、ＳＮＳ活用

による情報発信や体験型イベントの実施によ

る意識啓発など、くまもと地産地消推進県民

条例の理念に沿って地産地消の取組を推進す

るものでございます。 

 ３の県産食材販売営業力強化事業につきま

しては、県産品の販路拡大に向け、全国規模

の展示商談会へ熊本ブースを設置することに

より、事業者の出展を支援するとともに、商

談力向上に向けたノウハウ取得を支援するも

のでございます。 

 23ページをお願いいたします。 

 説明欄４の料理人による「食のみやこ熊

本」魅力向上事業につきましては、熊本の食

のイメージ向上及び県産食材の消費拡大を図

るため、県内料理人を対象としました産地視

察や効果的な情報発信手法を学ぶ研修会の実

施に要する経費でございます。 

 下から２段目の新しい農業の担い手育成費

の説明欄、企業の農業参入トータルサポート

事業につきましては、企業が農業参入する際

の市場調査や必要な機械設備等の初期投資、

また、事業規模の拡大を目指した生産体制強

化のための設備投資など、事業の発展段階に

応じた支援に要する経費でございます。 

 流通アグリビジネス課は以上です。 

 

○山本農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 24ページをお願いします。 

 最下段の農業改良普及管理運営費の説明

欄、協同農業普及事業は、農業普及・振興課

等の運営及び現地活動等に要する経費でござ

います。 

 25ページをお願いします。 

 １段目、農業改良普及推進費の説明欄、ス

マート農業導入拡大支援事業は、スマート農

業の活用を加速化するため、利便性を体験す

る機会の創出やスマート農業技術にたけた人

材の育成に要する経費でございます。 
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 最下段の農作物対策推進事業費の説明欄、

有機農業生産拡大加速化事業は、有機農業の

生産拡大に向けて相談窓口を設置する経費及

び地域ぐるみでの先進的な取組に対する助成

でございます。 

 下のページ、２段目の土壌保全対策事業費

の説明欄１の環境保全型農業直接支払事業

は、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効

果の高い営農活動に取り組む農業者団体に対

する助成でございます。 

 ２の地下水と土を育む農業総合推進事業

は、地下水と土を育む農業推進条例に基づ

き、県民運動の展開や環境保全型農業の生産

拡大への支援などに要する経費でございま

す。 

 ３の熊本型みどりの食料システム戦略推進

事業は、環境負荷低減に向けた新技術の開

発、実証、普及に要する経費でございます。 

 27ページをお願いします。 

 ２段目の病害虫発生予察事業費の説明欄２

の病害虫発生予察事業費は、病害虫防除所の

運営及び病害虫の発生予察、海外から侵入す

るおそれのある病害虫の蔓延防止に要する経

費でございます。 

 下のページ、管理運営費の説明欄２の施設

改修事業から６の農業研究センター保全計画

関係事業までは、農業研究センターの建物や

設備の維持補修及び庁舎管理等に要する経費

でございます。 

 29ページをお願いします。 

 最下段、アグリシステム総合研究所費の説

明欄２のいぐさラボによる産地復興支援事業

は、イグサ産地の復興に向けた新商品の開発

支援に要する経費でございます。 

 下のページの５段目の試験研究費の説明欄

１の耕種部門試験研究費は、作物、野菜、花

卉などの栽培技術の研究に要する経費でござ

います。 

 ２の外部資金委託研究費は、国などが募集

する公募型の研究資金を活用した共同研究に

要する経費でございます。 

 31ページをお願いします。 

 ４段目の試験研究費の説明欄、畜産部門試

験研究費は、家畜の飼養管理や飼料栽培、草

地管理などの研究に要する経費でございま

す。 

 農業技術課の説明は以上でございます。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 32ページをお願いします。 

 ４段目の農作物対策推進事業費の説明欄

１、経営所得安定対策等推進事業は、経営所

得安定対策等を実施するため、市町村等が行

う農業者への制度周知や作付確認等に対して

助成を行う事業です。 

 ２のくまもと茶ビジネス確立支援事業は、

茶の生産から販売までの各段階の取組に対し

て助成を行う事業です。 

 33ページをお願いします。 

 １段目、農作物対策推進事業費の説明欄

３、次世代につなぐポリネーター利用技術推

進事業は、次世代の担い手育成に向け、農業

高校や農業大学校で蜜蜂に代わる新たな花粉

交配用昆虫の利用技術の実証を行うもので

す。 

 ３段目の米麦等品質改善対策事業費の説明

欄１から下のページの３までの事業は、優良

種子の安定供給、食糧法等に基づく米流通の

適正化及び米、麦、大豆の生産、販売、消費

拡大対策等に対して助成を行う事業です。 

 ４の持続的種子生産総合対策事業は、種子

の新規生産者確保のため、専用機械の整備等

に対して助成を行うものでございます。 

 35ページをお願いします。 

 １段目、い業振興対策費の説明欄２、いぐ

さ産地復興総合支援事業は、昨年８月の豪雨

災害からの復興に向け、イグサの生産安定、

畳表生産技術の継承、専用機械の再生産、新

たな需要創出など、総合的に取り組むもので
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す。 

 ２段目、野菜振興対策費の説明欄１、野菜

価格安定対策事業は、市場価格が下落した際

に価格差補塡を行う野菜価格安定対策の資金

造成を行うものです。 

 下のページ、説明欄５の未来につながる

「ゆうべに」産地強化対策事業は、県育成イ

チゴ品種「ゆうべに」のデジタル技術を活用

した栽培マニュアル作成や販売力強化の取組

を助成する事業です。 

 37ページをお願いします。 

 説明欄６、くまもと露地野菜シェア拡大支

援事業は、バレイショなどの露地野菜におけ

る機械化体系への転換など、生産体制構築に

対して助成を行う事業です。 

 下段の債務負担行為の設定は、先ほど説明

しました野菜価格安定対策事業の県分の資金

造成の一部を支払い保証するものでございま

す。 

 下のページ、１段目、花き振興対策費の説

明欄２、くまもとの花ステップアップ事業

は、カスミソウやトルコギキョウなど、花卉

の生産から販売に至るまでの産地の取組に対

して助成を行う事業です。 

 ２段目、果樹振興対策費の説明欄１、園芸

生産総合推進事業は、園芸作物の低コスト

化、高付加価値化等の取組を推進するもので

す。 

 39ページをお願いします。 

 説明欄２、くまもとの果樹生産基盤強化事

業は、果樹園の基盤整備や新たな担い手に引

き継ぐ樹園地の中間管理等の取組に対して助

成を行う事業です。 

 ２段目の生産総合事業費の説明欄１、強い

農業づくり支援事業及び２、産地パワーアッ

プ事業は、いずれも国の事業で、生産性や収

益力向上に向けた施設整備や機械の導入に対

して助成を行う事業です。 

 ３段目、水田営農活性化対策費の説明欄、

水田産地化総合推進事業は、米の計画生産や

水田の有効活用を推進する関係機関の活動に

対して助成を行う事業です。 

 農産園芸課は以上です。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 40ページをお願いします。 

 下から３段目の説明欄、旧西原公共育成牧

場施設解体事業は、平成20年度末に閉鎖され

ました旧牧場内に残っている畜舎等の建物の

一部の解体に要する経費でございます。 

 下から２段目の説明欄、天草大王新系統造

成事業は、復元完成から25年経過している天

草大王の新系統造成に必要な飼養管理等に要

する経費でございます。 

 最下段の説明欄、畜産グリーン生産体系加

速化事業は、温室効果ガス削減を目指す飼養

体系の検証に要する助成でございます。 

 41ページをお願いします。 

 上段の説明欄１、家畜改良増殖総合対策事

業は、優良な県有種雄牛の造成や地域の肉用

牛改良組織への支援を通じて、県内の肉用牛

改良を推進し、生産基盤強化に要する経費で

ございます。 

 下段の説明欄１、家畜畜産物価格安定対策

事業は、肉用子牛、肉豚及び鶏卵の価格変動

によって生じる生産者の損失を補塡すること

を目的とした基金の造成に対する助成でござ

います。 

 下のページ上段、説明欄３、畜産総合対策

事業は、畜産物の安定的供給体制の構築を図

るための産地の基幹施設やアニマルウェルフ

ェアに配慮した飼養管理設備の簡易な整備等

に対する助成のほか、畜産経営技術の高度化

推進に要する経費でございます。 

 43ページをお願いします。 

 １段目の説明欄４、半導体集積地域畜産営

農継続事業は、企業進出が進む菊池地域にお

いて、周辺住民や企業と共存を目指す畜産経

営の継続、飼料畑の確保、悪臭を抑えた牛舎

構造への転換を図るとともに、畜産業への理
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解醸成の取組に対して助成するものでござい

ます。 

 ２段目の説明欄「食のみやこ熊本」実現に

向けた県産畜産物の魅力創造事業は、県産の

和牛や地鶏肉の新たな高付加価値化と、それ

に伴う販売力強化及びブランド価値向上に向

けた取組に対する助成でございます。 

 下のページ、上段説明欄、くまもとの畜産

業を守る獣医師獲得事業は、インターンシッ

プ受入れ等の産業獣医師の確保に要する経費

及び修学資金給付制度を運用する畜産団体に

対する給付原資の助成でございます。 

 下段、説明欄の３、家畜伝染病防疫対策事

業は、家畜伝染病の発生予防と蔓延防止のた

めの各種検査等に要する経費及び自衛防疫推

進等の取組に対する実施団体への助成でござ

います。 

 45ページをお願いします。 

 説明欄５、家畜伝染病まん延防止対策事業

は、鳥インフルエンザ等の発生予防のための

緊急消毒や発生時初期における殺処分及び死

体の焼却、埋却等の防疫措置に要する待ち受

け経費でございます。 

 畜産課は以上でございます。 

 

○林田担い手支援課長 担い手支援課でござ

います。 

 46ページをお願いいたします。 

 ２段目の農村地域農政総合推進事業費の説

明欄１、担い手育成支援事業は、認定農業者

等の経営力強化に向けた研修会開催等の取組

に対する助成です。 

 ３の農地中間管理機構事業は、担い手への

農地集積を推進する農地中間管理機構の活動

に対する助成です。 

 47ページをお願いします。 

 ５の未来へつなぐ地域営農組織経営力強化

支援事業は、地域営農組織の法人化や経営力

強化に向けた取組に対する助成や組織の人材

育成に要する経費です。 

 ８の最適土地利用総合対策事業は、中山間

地域等における農用地保全に必要な土地利用

構想の策定等に取り組む市町村に対する助成

です。 

 下のページ、説明欄９、くまもと農業経

営・就農・継承支援事業は、担い手の確保、

育成を目的に、経営相談、新規就農、経営継

承のワンストップ相談窓口の運営に要する経

費です。 

 10の地域計画推進事業は、担い手への農地

の集約化を推進するために、農地中間管理機

構に農地を貸し付けた地域に対する助成等で

す。 

 その下から49ページ最上段、債務負担行為

の設定は、農業公社が農地売買等の事業を実

施するための借入資金に関する損失補償とし

て設定するものです。 

 49ページ、２段目の農業委員会等振興助成

費の説明欄、農地利用最適化交付金事業は、

農地の最適化活動を行う最適化推進委員の活

動等に対する助成です。 

 最下段の農業改良普及推進費の説明欄１、

農業次世代人材投資事業は、就農前の研修期

間や経営が不安定な就農直後の時期に新規就

農者等に対して給付金を交付するものです。 

 ２の新規就農者育成総合対策事業は、新規

就農者の経営発展のための機械、施設等の導

入及び就農体制整備に対する助成です。 

 下のページの新しい農業の担い手育成費の

説明欄２、新しい熊本農業のリーダーズ共創

事業は、地域農業者等と連携した農業の理解

促進活動や就農後の学び直し、就農支援体制

の整備など、啓発から研修、就農、発展に至

るまでの担い手の確保、育成に要する経費で

す。 

 ３及び４の事業は、外国人材や農福連携な

ど、農業現場における多様な担い手の確保、

育成等に要する経費です。 

 51ページの２段目、農業構造改善事業費説

明欄、農地利用効率化等支援交付金事業は、
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担い手の経営発展に必要となる農業用機械や

施設の導入に対する助成です。 

 最下段から53ページまでは、農業大学校に

関する予算です。 

 53ページをお願いします。 

 説明欄８の農大施設保全改修事業は、農大

の保全計画に基づき、研究棟や講義棟などの

施設改修を行う経費です。 

 11の高校・農大・地域連携による就農促進

事業は、農大進学後に就農を目指す高校生を

確保し、地域への就農定着を促進するための

取組に要する経費です。 

 担い手支援課は以上です。 

 

○野入農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 55ページをお願いします。 

 ３段目、農業委員会等振興助成費は、農業

委員会及び農業会議が行う農地事務、組織運

営、体制整備などに対する助成です。 

 56ページをお願いします。 

 ５段目、農業農村整備調査計画費は、農業

農村整備事業の実施に向けた調査計画等に要

する経費及び市町村等に対する助成です。 

 ６段目、農業農村整備推進交付金は、市町

村等が実施する補助事業要件に満たない規模

の農業農村整備事業に対する助成です。 

 農村計画課は以上です。 

 

○大森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 59ページをお願いいたします。 

 １段目の土地改良施設維持管理事業費の説

明欄２、土地改良施設突発事故復旧・防止事

業につきましては、パイプラインや用排水機

場など、土地改良施設が突発的に故障した場

合の緊急対応に要する経費等でございます。 

 ３の土地改良施設維持管理強化事業費につ

きましては、土地改良区等の施設管理者に対

する技術支援と施設補修に対する助成でござ

います。 

 下のページをお願いいたします。 

 ２段目の県営中山間地域総合整備事業費の

説明欄１、県営中山間地域総合整備事業費に

つきましては、中山間地域における農業生産

基盤の整備に要する経費でございます。 

 ３段目の県営中山間地域総合整備事業費の

債務負担行為の設定については、説明欄１の

藤井・日置地区から62ページの説明欄７の岩

野地区までの７地区において、工期が複数年

になることから、債務負担の設定をお願いす

るものでございます。 

 最下段の農業生産基盤整備事業費につきま

しては、農地の区画整理や農業用用排水施

設、農道等の整備や担い手への農地集積促進

に要する経費でございます。 

 63ページをお願いいたします。 

 農業生産基盤整備事業費の債務負担行為の

設定でございます。 

 説明欄１の元三・木部地区から、ページが

飛びまして、65ページをお願いいたします。 

 説明欄12の高原地区までの12地区につい

て、債務負担行為の設定をお願いするもので

ございます。 

 下のページをお願いいたします。 

 １段目の農地防災事業費の説明欄１、農村

地域防災減災事業につきましては、農地や農

村地域における災害防止のための整備に要す

る経費でございます。 

 ２の水利施設管理強化事業につきまして

は、土地改良施設の連携管理保全計画、いわ

ゆる水土里ビジョンの策定を促進するため、

施設を管理する土地改良区に対して、ビジョ

ン策定までの間、管理費の一部を助成するた

めに要する経費でございます。 

 最下段は、債務負担行為の設定でございま

す。 

 説明欄１の上杉地区から、次のページをお

めくりいただきまして、67ページの説明欄６

の芦北第一地区までの６地区において、債務
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負担行為の設定をお願いするものでございま

す。 

 そのページ最下段の単県農地防災施設管理

費につきましては、農業用ダムや頭首工な

ど、土地改良施設を適正に管理するための体

制整備や施設管理の省力化に要する経費でご

ざいます。 

 下のページ、２段目の団体営農地等災害復

旧費につきましては、市町村等が行う農地等

の災害復旧に要する経費でございます。 

 最下段の県営農地等災害復旧費につきまし

ては、県が行う農地等の災害復旧に要する経

費でございます。 

 農地整備課は以上でございます。 

 

○岩田むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 70ページをお願いいたします。 

 １段目の山村振興対策事業費の説明欄１、

中山間地域等直接支払事業については、中山

間地域等において農業生産活動を継続する農

業者等への交付金でございます。 

 ３段目の農作物対策推進事業費について

は、鳥獣被害防止のための施設整備や人材育

成、対策技術の普及、捕獲した野生鳥獣肉を

地域資源として有効活用するための取組に要

する経費です。 

 71ページをお願いいたします。 

 ２段目の農業構造改善事業費の説明欄１、

中山間地域総合支援対策事業については、中

山間地域における持続可能な農業農村を実現

させるためのデジタル技術等の導入や農村型

地域運営組織、農村ＲＭＯ形成の推進等に要

する経費です。 

 下のページ、３段目の農地・水・環境保全

向上対策事業費については、農業農村の多面

的機能の維持、発揮を図るための共同活動や

地域資源の質的向上を図る活動に対する助成

です。 

 むらづくり課は以上でございます。 

 

○宮川技術管理課長 技術管理課でございま

す。 

 73ページをお願いします。 

 ３段目の地籍調査費については、地籍調査

を実施する熊本市ほか13市町村に対する助成

です。 

 最下段の農業土木行政情報システム費の説

明欄、ＮＮＤＸ推進事業及び下のページ３段

目、林政諸費の説明欄、ＣＡＬＳ／ＥＣ事業

については、工事進行管理等事務やＧＩＳの

運用等に要する経費で、それぞれ農業土木、

林務水産負担分です。 

 技術管理課は以上です。 

 

○野間森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 75ページをお願いします。 

 ３段目の説明欄２の森林経営管理制度運用

加速化事業は、制度の運用に伴う市町村の活

動を支援するもので、３の森林再生支援事業

は、再造林や下刈りの事業量拡大に取り組む

事業体に対して助成を行うものです。 

 下のページ、４の自伐林家等育成対策事業

は、自伐林家等の確保、育成を図るための研

修を行うほか、資機材の購入等に対して助成

を行うものです。 

 ２段目の説明欄１の森林計画樹立費は、地

域森林計画の策定に係る森林の現況調査、計

画書や図簿の作成等を行うものです。 

 77ページをお願いします。 

 ２段目、水とみどりの森づくり事業費の説

明欄２の次世代につなぐ森林づくり事業は、

再造林やエリートツリーの苗木生産に対して

助成を行うもので、３の森林Ｊ－クレジット

創出支援事業は、クレジット創出に取り組む

事業者に対し、認証に向けた申請手続等への

支援を行うものです。 

 下のページ、５のくまもとの県土を保全す

る林業推進事業は、架線系集材に取り組む事
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業体への助成や林地残材の有効活用に向けた

現場実証を行うもので、７の防災・減災・条

件不利地森林整備事業は、条件不利地などで

の強度間伐や渓流内の危険木の除去など、流

れ木対策に助成を行うものです。 

 79ページをお願いします。 

 １段目の林業公社貸付金は、熊本県森林整

備資金貸付条例に基づき、林業公社へ貸付け

等を行うものです。 

 ３段目の説明欄、間伐等森林整備促進対策

事業は、搬出間伐、路網整備などに助成する

ものです。 

 下のページ、２段目の造林事業費の説明欄

１、森林環境保全整備事業は、植栽、下刈

り、間伐など、一連の造林作業に対して助成

を行うものです。 

 81ページをお願いします。 

 １段目の試験調査指導費は、説明欄のとお

り、林業研究・研修センターが行う試験研究

に要する経費で、３段目の施設整備費は、長

寿命化のための施設の保全計画に基づき、Ｌ

ＥＤ等の施設改修工事に要する経費です。 

 下のページの５段目の県有林造成事業費

は、説明欄のとおり、県有林における森林整

備や作業道整備等を行うもので、83ページの

県有林処分事業費は、主に立木の売上げによ

る収益を分収契約に基づき分収交付金として

土地所有者へ支払うものです。 

 森林整備課は以上です。 

 

○藤田林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 84ページをお願いします。 

 ３段目の説明欄、くまもとの森林環境教育

推進事業は、森林の役割や木材利用の意義を

普及啓発するため、木育インストラクター育

成や副読本配布を行うものです。 

 最下段の国庫支出金返納金は、これまでに

当該事業で資金融通した事業主体からの返還

金を国庫へ返納するものです。 

 85ページをお願いします。 

 ２段目の説明欄１、豊かな森林づくり人材

育成事業は、林業担い手の就業環境の改善や

技能の向上に取り組む事業体に対して支援す

るものです。 

 ２のくまもと林業大学校人財づくり事業

は、くまもと林業大学校の運営に要する経費

です。 

 下のページ、説明欄５、林業ＤＸ推進事業

は、デジタルを活用した林業関連の業務改善

や効率化の推進を行うもので、６、林大・高

校連携強化推進事業は、林業大学校と県内の

林業関連高校との合同研修を実施するなど、

連携を通じ林業就業の機運醸成を図る取組に

要する経費です。 

 87ページをお願いします。 

 説明欄２の中大規模木造建築物推進事業

は、木造設計を担う建築士の育成や中大規模

木造建築物の建設を行う市町村への技術支援

等に要する経費です。 

 ３の脱炭素に向けた間伐材利用推進事業

は、木材生産者等に対して間伐材流通経費等

に支援する市町村に対して助成をするもので

す。 

 ４のくまもとの木を活かす木造建築物等推

進事業は、県内で木造住宅を建築する工務店

へ県産木材の提供等を行う団体に対する助成

を行うものです。 

 下のページ、説明欄２の原木しいたけ生産

性向上ＤＸ実証事業は、原木シイタケ生産の

ＤＸ化による生産性向上や付加価値化の推進

に要する経費です。 

 ３段目の説明欄２の林業経営体育成対策事

業は、林業機械のリースに対し、国庫補助を

活用して助成を行うものです。 

 89ページをお願いします。 

 １段目の林道費は、森林整備や林業生産性

の向上に加え、山村地域の生活環境の改善な

どを図るための林道整備に関する予算です。 

 ２段目の林業事業費から、下のページ最下
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段の単県林道事業費まで、それぞれの説明欄

のとおり、県営による林道開設や市町村によ

る林道の開設、改良等に対し助成を行うもの

です。 

 91ページをお願いします。 

 ２段目の過年林道災害復旧費は、過年度の

災害で被災した林道の復旧を行う市町村へ助

成を行うものです。 

 林業振興課は以上です。 

 

○山下森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 93ページをお願いします。 

 １段目、水とみどりの森づくり事業費の説

明欄１、未来につなぐ森づくり事業は、県民

参加の森づくり活動や森林環境教育等を実施

する団体に対する助成です。 

 最下段の森林病害虫等防除事業は、松くい

虫被害対策を実施する市町村に対する助成で

す。 

 94ページの２段目、治山事業費の説明欄

１、治山事業は、山地災害発生地の復旧や災

害の未然防止対策に要する経費です。 

 ２の治山激甚災害対策特別緊急事業は、令

和７年８月豪雨に伴う山地災害箇所を令和８

年度から３か年間で集中的に復旧対策を実施

するための経費です。 

 95ページをお願いします。 

 １段目、緊急治山事業費は、８年度に山地

災害が発生した際、緊急対応するための待ち

受け予算です。 

 ２段目、単県治山事業費は、国庫補助の対

象とならない対策工事を県及び市町村が実施

するための経費です。 

 96ページの２段目、保安林整備事業費は、

水源涵養や土砂流出防止などの保安林機能を

維持、強化するための森林整備に要する経費

です。 

 97ページをお願いします。 

 ４段目、過年治山災害復旧費は、令和２年

７月豪雨及び令和６年台風第10号により被災

した治山施設の復旧に要する経費です。 

 森林保全課は以上です。 

 

○山下水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 99ページをお願いします。 

 １段目、浅海増養殖振興事業費の説明欄の

２、養殖業総合推進事業は、カキ類や海藻類

の生産安定化、生産性向上に取り組む漁業団

体への支援や養殖技術の指導に要する経費で

ございます。 

 ２段目、水産物流通対策事業費の説明欄、

県産あさり流通推進事業は、県産アサリを適

正に流通販売するための熊本モデルの運用の

ほか、流通過程での監視等を実施するもので

す。 

 ３段目、水産業改良普及事業費の説明欄の

２、未来の漁村を支える人づくり事業は、新

規就業希望者に対する漁業研修に要する経費

及び新規就業者の確保、育成の取組に対する

助成でございます。 

 本事業による新たな取組といたしまして、

水産業の魅力を高校生に発信するため、天草

拓心高校マリン校舎の高校生を対象に実施し

てきた漁業者による出前教室を他校でも実施

するものです。 

 下のページをお願いします。 

 ２段目、水産資源保護育成事業費の説明欄

の１、有明海・八代海再生事業は、有明海沿

岸４県と国が協調し、両海域における特産魚

介類の生息環境調査や増養殖技術の開発を通

じて水産資源の回復に向けた取組を推進する

ものです。 

 ２のさかなを守り育む豊かな海づくり事業

は、漁業者等による効果的な種苗の共同放流

など栽培漁業の取組を推進するとともに、水

産資源の評価に基づき、実効性のある資源管

理体制の整備に取り組むものです。 

 101ページをお願いします。 
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 上段、栽培事業運営費の説明欄の１、種苗

生産施設整備費は、大矢野及び牛深の種苗生

産施設における老朽化した飼育水槽の改修等

に要する経費でございます。 

 飛びまして、105ページをお願いします。 

 水産研究センター費の説明欄の11、赤潮総

合対策試験は、有明海、八代海で発生する赤

潮被害の対策に向けた試験研究に要する経費

でございます。 

 12の海藻類総合対策事業は、ヒトエグサや

トサカノリなど増養殖に係る試験研究や、漁

業者への食害対策など現場指導に取り組むも

のです。 

 水産振興課は以上です。 

 

○植田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 106ページをお願いいたします。 

 最下段の説明欄、水産環境整備事業費は、

覆砂等による干潟の底質改善や藻場の造成等

に要する経費でございます。 

 107ページをお願いいたします。 

 ２段目の説明欄２の漁港関係海岸保全事業

費は、堤防、護岸等の海岸保全施設の整備に

要する経費で、牛深漁港海岸の耐震化を予定

しています。 

 下のページの２段目の説明欄１の単県漁港

改良事業費及び２の単県漁港漁場施設補修事

業費は、漁港漁場等の小規模な施設整備、補

修等に要する経費です。 

 ３の水産基盤整備交付金は、水産基盤整備

や漁場の保全、回復に資する事業を実施する

市町等に対する交付金です。 

 109ページをお願いいたします。 

 ２段目の説明欄１の漁港管理費は、県管理

の漁港等の維持管理に要する経費です。 

 ２は、牛深漁港の浄化施設の管理運営に要

する経費です。 

 下のページをお願いします。 

 １段目の説明欄、漁港施設機能強化事業費

は、漁港施設の機能強化に要する経費で、岸

壁の耐震化等を予定しています。 

 ２段目の説明欄、漁村再生交付金事業費

は、漁村の再生を図るための生産基盤等の整

備に要する経費で、浮き桟橋整備等を予定し

ています。 

 ３段目、漁港関係港整備事業費の説明欄、

水産物供給基盤機能保全事業費は、漁港施設

の長寿命化を図るための機能保全工事等に要

する経費です。 

 ４段目の説明欄、水産流通基盤整備事業費

は、衛生管理等を向上させる漁港の施設整備

に要する経費です。 

 111ページをお願いいたします。 

 １段目の説明欄１の水産生産基盤整備事業

費は、水産物の生産機能強化を図るための漁

港施設整備に要する経費です。 

 ３段目の説明欄、海域漂流・海岸漂着物地

域対策事業は、台風や大雨等により海域へ流

入するごみの回収処分等に要する経費です。 

 漁港漁場整備課は以上です。 

 

○野間森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 113ページをお願いします。 

 議案第87号、熊本県豊かな森林の保全に関

する条例の制定についてでございます。 

 11月定例会の本委員会で、豊かな森林の保

全に向けた取組について御報告させていただ

きましたが、少しだけ振り返させていただき

ますと、他県において、森林の規制等の認識

不足から、法に違反する伐採、開発などが発

生しており、本県においても同様の事案発生

が懸念されております。 

 そこで、森林を取得する前に届出を義務づ

け、県が所有者等を把握し、助言等を行う新

たな仕組みを検討してまいりました。 

 新たな仕組みの創設に当たっては、土地所

有者に届出義務を課すことから、条例で定め

る必要があり、今回の提案となったものでご
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ざいます。 

 条例案について御説明いたします。 

 条例案につきましては、113ページの第１

条の目的から始まり、116ページの附則まで

となります。 

 116ページをお願いします。 

 この条例案の附則の下に提案理由とござい

ますが、ここに記載のとおり、森林の有する

多面的機能を将来にわたり健全に維持し、次

の世代に継承するという目的のため、県、県

民及び土地所有者等の責務を明確にするとと

もに、所有権移転等に関する必要な事項を定

める必要があることから、この条例案を提出

するものでございます。 

 条例案の内容につきましては、概要で御説

明させていただきます。 

 117ページをお願いします。 

 ２の条例の内容でございますけれども、第

１条で条例の目的を定め、第３条から５条

で、熊本県、県民、土地所有者等の責務を明

記し、６条、７条で、市町村及び国との連

携、協力を求めることとしております。第８

条で、土地所有者等が土地の売買等の契約を

締結しようとする30日前までに届け出なけれ

ばならない事項を定め、第９条で、県は、そ

の内容を市町村に通知すること、第10条で、

届出者に報告を求め、立入調査等できるこ

と、11条で、森林の必要な助言を行うものと

定めております。第12条で、虚偽事項の訂正

等を勧告、勧告に従わなかった場合は、その

旨を第13条で公表することができるとし、第

14条で、関係市町村に情報を求めることがで

きると定めております。第15条で、市町村が

同様の条例を定めた場合の取扱いを定め、16

条で、条例の施行に関し、必要な事項は規則

で定めるとしております。 

 最後に、附則で、条例は公布の日から施

行、ただし、届出については、公布の日から

６月を超えない範囲内で別途規則で定める日

から開始するとしております。 

 森林整備課は以上です。 

 

○河津修司委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○前川收委員 農業技術課でありますけれど

も、25ページとか26ページでありますが、い

ずれにしましても、非常に、温暖化対策で農

業技術のほうで、新しい種子を作ったり、生

産的な生産技術というものの開発であったり

ということをしっかりお取り組みいただいて

いるというふうに思っております。 

 もうこの２～３年間で温暖化というのは間

違いなく来ているということは数値的にも分

かっております。これからの農業を支えてい

く上において、生産者がしっかり頑張って農

業をやっていただくわけでありますが、とは

いえ、この温暖化に対する対応をどうしてい

くかというのは、個別生産者だけでやれるこ

とはもうほぼ少なくて、生産技術のほうは、

工夫ということでやっていける可能性はある

かもしれませんが、やっぱりその新しい生産

技術の開発であったりとか、それから新しい

品種の開発、耐暑性に強い品種の開発とか、

そういったものがうまくいくことが、私は、

熊本の農業の未来をつくっていくというふう

に思ってまして、この部分が遅れるというん

ですかね、できないままだと、多分熊本の今

の地位はもうなくなっていくんじゃないかな

というふうに思います。 

 これは、いわゆる農業だけじゃなくて、林

業も同じであります。また、水産も同じであ

りまして、そういった新しい技術をしっかり

とつくっていくということについて、今県と

してどういう取組をしっかりやられているの
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かなということ。 

 ここにいろいろ、例えば26ページの環境保

全型農業直接支払制度、地球温暖化防止や生

物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り

組む農業団体に対する助成、直接的に、いわ

ゆる開発費というんですかね、農研センター

とか、それぞれの研究部門の中で、予算とし

てしっかりそういった部分を取り組むための

ものというのがところどころに見えてはきて

いるんですけれども、なかなかきちっと伝わ

ってこないというものがありまして、そのこ

とについて第１問、ちょっと難しくて広いん

ですけれども、農業技術のほうで御説明して

いただければありがたいというふうに思って

おります。 

 もう一つは、これは、今回の議会の中の一

般質問で委員長からしっかり質問がございま

して、知事から丁寧な御答弁がありました。

あか牛の生産の年齢とか、それから肉質につ

いてしっかり定義していくというお話があり

ましたが、今の説明では、直接的にはその説

明はございませんでした。 

 ただ、今年度予算の中で、多分43ページ、

畜産課の中の予算で「食のみやこ熊本」実現

に向けた県産畜産物の魅力創造事業に当たる

のかなと思いながら、そこを入り口にちょっ

と質問をさせてもらいたいというふうに思い

ますけれども、知事のほうからは、現在のあ

か牛の肉質に対する評価が、生産者も含めて

でありますけれども、やっぱりサシの入り方

が、全て黒と同じような基準で考えられてい

る部分があるということの御指摘がありまし

た。全く私も同感であります。そうじゃなく

て、あか牛はあか牛の特性をしっかり生かし

ながら、そのあか牛の特性で売り込んでいく

ということのほうが大事ですよということ

を、私は、１年以上前からこの委員会の中で

も議論をさせていただいてきたということで

ありまして、今回新しいその表が作られて、

それを一つの基準として生産者のほうがちゃ

んとつくっていただくということになるんで

しょうけれども、そこでちょっと聞きたいの

は、生産するための飼養期間ですね。何か月

飼っていたかによって肉質が変わるという話

でありました。これは生産者自らが判断する

のかなどうかなということが１つ。 

 それから、肉質の判断については、これま

で黒牛で使われてきた鑑定技術があって、そ

れは客観的な評価になるわけですね。それは

誰がそこを認めていくのか、もちろん飼養期

間も本人申請じゃなくて何らかの形でできる

のか、いわゆる誰がそこを管理して、この牛

はこういうものですよという鑑定をするのか

どうかということ、そして、それは枝肉とし

てやられるのか、部位ではやらないとは思い

ますけれども、１頭１頭の枝肉にそれがつく

のかどうなのか、そして、それはどの段階か

らそれついて流通が始まるのか、そこをちょ

っと教えてください。２つです。 

 

○山本農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 委員のほうからお話のありました温暖化対

策、そして技術の開発、今非常に温暖化が進

む中で、生産者だけの力ではなく、そういっ

た技術の開発指導といったものが非常に重要

になってきているのではないかというような

御指摘かというふうに考えておりますけれど

も、まず、26ページのところで、１番の環境

保全型農業直接支払事業については、環境に

優しい農業を生産者団体が進めるといったと

きに、有機農業だとかそういったときに、10

アール当たり１万円前後というような補助を

するものでございます。 

 先ほど委員のほうからお話がありました温

暖化あるいはそういったものに対する対策に

つきましては、この26ページの３の熊本型み

どりの食料システム戦略推進事業、この中

で、試験研究、そして試験研究で開発された

技術を普及につなげていくための実証事業、
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これは各地域の普及で実施したり、そういっ

た予算がこの中に含まれているものでござい

ます。 

 まさに、この事業の中で、今「くまさんの

輝き」に関する研究、そして中干しをしてい

くことで、収量は維持しながらメタンガス発

生量を削減していくというような取組もあり

ますし、あるいは温暖化に対応した施設野菜

の生産安定に対する研究、こういったものも

やらせていただいているところでございま

す。 

 こうした取組を通じてしっかりと対応して

いきたいというふうに考えておりますし、ま

た、試験研究のほうで、30ページでございま

す。30ページの最下段、耕種部門試験研究費

というものが、１で説明欄ございますけれど

も、この中で、まさに試験研究、この予算の

中で取り組んでおりますけれども、特に、こ

の課題につきましての試験研究機関、農研セ

ンターの推進構想に基づいて試験研究を設定

していくわけですけれども、特に地球温暖化

に伴う気象変動だとかスマート農業だとか、

そういったものに対した技術開発というのを

進めていっているところでございます。大

体、試験研究機関で100ぐらいの課題がある

んですけれども、それの１割以上は地球温暖

化に関するものだったかというふうに考えて

おります。 

 こういう取組を通じて、試験研究、そして

普及での実証、そういったものを進めていき

たいというふうに考えておりますし、また、

部内横断でいろんな技術を取りまとめまし

て、それをホームページに載せて、農業団体

とともに温暖化プロジェクトチームというの

をつくっておりますので、そういったところ

も活用しながら、しっかりと県としても、こ

ういう変化に対応していけるように取り組ん

でまいりたいというふうに考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 あか牛の新たな取組につきましては、委員

おっしゃいますように、全国共通の格付基準

では、脂肪交雑の量が評価される方法でござ

いまして、赤身のうまさを特徴とするあか牛

の魅力が十分に伝わりにくいのではないかと

いう御懸念が今までもありました。一方で、

消費者ニーズは多様化しておりまして、ヘル

シー志向や赤身志向というのが今非常に高ま

っている状況でございます。 

 そこで、あか牛の個性や生産者のこだわり

をより客観的に伝えていくために、サシの量

だけに依存しない新たな表示方法を試験的に

導入したいというふうに考えております。 

 具体的には、知事答弁にもありましたよう

に、横軸にサシの入り具合、そして縦軸に肥

育仕上げ期間などをマトリックス化した図で

表示することをイメージしております。 

 それで、先ほど委員から、まず１つ目「食

のみやこ熊本」実現に向けた県産畜産物の魅

力創造事業でこれをやるのかというようなお

話があったかというふうに思いますが、この

事業は、直接的にはあか牛の振興、もちろん

この食のみやこの中でやってまいります。た

だ、この仕組み自体は、国の外郭団体から事

務費をいただきまして、それで試験的にやっ

ていこうというふうに思っております。 

 それと、この肥育期間を短くするか長くす

るか、これは生産者自らの御判断になりま

す。飼料費をなるべく削減して低コストで仕

上げたいという方は早出しする。それと、肉

をより熟成させるといいますか、きめ細やか

さを求めるというのであれば、肥育期間を長

く飼っていただくというような、これはもう

生産者の経営判断でやっていただくような仕

組みになります。 

 それと、２番目の肉質の判断をどうするの

か。この客観的な判断というのは、これは全

国共通の肉付け格付規格に基づきまして、こ



第８回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（令和８年３月13日) 

 - 17 - 

れはもう自動的にマトリックスの図に反映さ

れていくというような仕組みにしたいという

ふうに考えております。それを誰がするのか

は、基本的には、出荷団体にそのデータを入

力提供いただきまして、公益社団法人のほう

でそれを取りまとめてホームページに公表す

るイメージでございます。 

 それと、流通過程でどこでその表示ができ

るかというのは、基本的には、10桁個体識別

番号がありますので、それを検索していただ

ければ、どこの段階でもその表示が出るよう

になります。だから、枝肉にその表示がくっ

ついていくわけじゃないんですが、クラウド

上といいますか、ホームページ上では、それ

がずっとつながっていくと。最終的に、消費

者が買う段階でそれをアウトプットしていた

だいて、それをパックの肉が陳列されている

ところにあのマトリックス図を示していただ

いて、消費者がより購買しやすいような表示

で買っていただく。 

 要するに、赤身がお好きな方は、赤身のほ

うにマトリックスの位置で示されたものを買

っていただくし、あとは、若干あか牛といえ

どもサシのほうがいいなという方とか、肥育

期間がじっくりいっているほうがいいかと

か、そういうのを消費者の方が直接判断して

いただければというふうに考えております。

そういう仕組みをまず試験的に導入しまし

て、本格施行につなげてまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 まず、第１問のほうですけれ

ども、農業技術の中にあって、しっかり研究

等々、農業であれば農研センターを中心にし

っかりと取り組んでいただいているというこ

とでありますが、多分さっきも言ったとお

り、これの成果が、熊本の農業──これは農

業だけじゃないですよね。林業も漁業もそう

だと思います。そういったものに大きく差が

出てくる、関わってくるということだと思い

ますので、しっかりお取組をいただきたいと

思いますし、もうちょっとＰＲしてもらっ

て、今こういうのをやってますから、こうい

う形で、これに困っているのでこれをやって

ますという、そういうＰＲをしてもらったほ

うが、分かった人たちにも──私たちが分か

らなくたって、県民の皆さん方や農家の皆さ

ん方の期待感というものをしっかり背にしな

がら頑張ってもらいたいというふうに思って

ます。成功例は、先ほどちょっとお話があっ

たかもしれませんが、幾つかそういうものも

紹介してもらえればありがたいですね。 

 

○山本農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 既に温暖化に対応した品種として、本県で

いいますと「くまさんの輝き」ということ

で、これについては、これまで、やはりヒノ

ヒカリだとか非常に食味はいいんですけれど

も、どうしても耐暑性がない。これに代わる

品種として「くまさんの輝き」が3,000ヘク

タールを超えて作付されるなど、かなり広ま

っておりますし、また、食味もいいというこ

とで、非常にいい評価を受けているところで

ございます。 

 また、イチゴにつきましては、「ゆうべ

に」ということで、これについてもちょっと

専門的になるんですけれども、花芽分化がち

ゃんと安定しているということで、温暖化す

る中でも花芽がちゃんと来ると。それでも今

温暖化の中で影響を受けているんですけれど

も、これも温暖化に対応した品種だというこ

とで、特に、この「ゆうべに」については、

年内収量が非常に多いということで、イチゴ

というのは、年内が非常に価格が高いもので

すから、収量アップにつながっているという

ことで、生産者の皆様からは高い評価を受け

ているというところでございます。 

 こうした取組も進んできておりますし、ま
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た、先ほど申し上げた稲については、またさ

らに新たな品種の育成についても、これは何

年かかるかは分からないんですけれども、し

っかりと取り組んでいるところでございます

し、イチゴについても、次のまたいい品種と

いうものの育種に取り組んでおりますので、

そういったものを品種開発をしていきなが

ら、しっかりと本県の生産者、農業者の皆様

方の力になれるように取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

 農業技術課については以上でございます。 

 

○前川收委員 ありがとうございました。 

 農業技術のほうは、そういう形でしっかり

取り組んでいただきたいと思います。既に成

果が出ていることも承知しておりまして、よ

く菊池でやっている米の食味コンクールの中

では、新しい品種のほうがもう上位をだんだ

ん占めてきているという、そういう変化も起

きているというお話も伺ってますので、しっ

かり継続的な取組をしてもらいたいと思いま

す。 

 それから、あか牛の話なんですけれども、

予算には出てないと。予算に出てないことは

ないんでしょうけれども、どこかには入って

るんでしょうから、どこかに入っているかぐ

らいは教えてくださいよ。 

 それと、おっしゃったように、全体の概要

は大体分かりましたけれども、何年飼ったか

も、その個体識別番号で自動的に分かるんで

すかね。それはもう申告制とかなんかそうい

う話なのかなと思ってましたけれども、それ

らも含めてもう一回教えてください。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 予算につきましては、県の予算を通らない

事務費でございます。国から直接団体のほう

に行くような予算を今考えております。 

 それと、あか牛の今後振興を図っていく上

で、先生がおっしゃいますように、今後、あ

か牛が、このシステムでうまく機能していく

といいますか、消費者に分かりやすい流れに

なる、それとあと生産者がＰＲしていくとい

うのも入れたいと思います。 

 ただ、もともと生産者が、そのデータが出

てくるときに、生年月日も一応入れることを

想定しておりますので、肥育期間とか、ここ

は個人情報の関連がありますので、まだどこ

までそれができるかどうかが分からないんで

すが、取りあえず試験的にやってみて、いろ

んな情報、どの情報を入れていくかも踏まえ

て、今後検討してまいりたいというふうに思

います。 

 

○前川收委員 ありがとうございました。 

 県の予算を通らないんだったら、ちょっと

私も質問しにくかったなと逆に今思いました

けれども、予算審議なのに、それは申し訳あ

りませんが、いずれにしても、本会議であの

ように知事がお話しなさった中身であります

し、これまでも、この委員会の中で議論され

てきたということは間違いないと思います。 

 最終的に、消費者の嗜好に合わせ、消費者

が肉を選ぶということは、これはもう大前提

だと思ってますから、これにしなさいという

話じゃなくて、ＧＩを通っているあか牛が前

提でしょうけれども、そのＧＩを通ったあか

牛が、こういう品種、この牛の肉はこういう

肉質ですよということを分かりやすくお示し

いただくマトリックスになるというふうに私

も受け止めてます。 

 ただ、ぜひ、これはもう要望ですけれど

も、最終的には、今の黒牛がＡ５の肉を目指

してみんな頑張っている。それはなぜかとい

うと、それが高いからですね、やっぱり。高

いから生産性がいいわけですから、そこを目

指していくという姿になってきてます。 

 あか牛の一番いい姿はどこなのかというこ

とも含めて、皆さん方が、生産者の気持ちと

それから消費者の嗜好というものもしっかり



第８回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（令和８年３月13日) 

 - 19 - 

捉えていくということまで含めて、この新し

く始めるやつについては頑張っていただきた

いと。そしたら、消費者の嗜好が分かれば、

そちらをだんだんやっぱり優先させて自然な

流れの中でしていくことが、結果としてあか

牛農家の収入にもつながるという形に私はな

るというふうに思いますし、将来的にわたっ

ても、あか牛の品質というのもしっかり守っ

ていくということができるというふうに思い

ます。 

 このまま何もしないままでいたら、あか牛

が黒牛化してしまうと。サシばっかり入っ

て、本来のあか牛じゃないじゃないかという

ことにならないように考えていたわけであり

ますから、ぜひ頑張ってください。 

 以上です。 

 

○安武畜産課長 このシステムは、試験的に

運用させていただきますが、要するに、ある

程度傾向が出ると思います。消費者の方がど

ういうものを望んでおられるか、そういうの

も分析しながら、生産者にフィードバックし

ていきながら、どれが一番ニーズに合ってい

るかというのを明確にしながら、最終的には

生産者の所得向上につなげてまいればと思い

ます。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 ちょっと３点ほど。 

 まず、33ページの農産園芸の分の例の新規

事業でポリネーターの話の部分です。 

 これは、現状がいわゆる厳しいから、いわ

ゆるニホンミツバチとかいろいろ厳しいか

ら、新しい昆虫でそれを補っていこうという

研究だと思うんですね。 

 熊本の場合は、特に施設園芸で先ほど話題

になったイチゴとかトマトとかスイカとか

が、いろんなことで、この受粉に対して、こ

ういう昆虫には頼らないと。それで、現状と

この技術の可能性というのをちょっと確認を

したいというふうに思います。 

 それと、次が50ページの担い手支援の分で

すね。 

 農業外国人材確保・育成事業と、こういう

ふうにあるんですけれども、いろいろ私も話

を聞く中で、農業に関しては、とにかくハウ

ス施設園芸の中でも外国人の方がいないと成

り立たない、到底これは生産はもうできない

ような状況で依存していると。 

 この辺が、現実にどのぐらい依存をされ

て、本当に外国の方が確保できなければ、熊

本の農業というか、施設園芸等は壊滅的に駄

目だというようなことなのか、いや、大した

ことないというようなことなのか、これもち

ょっともう一度確認をしたいと思います。 

 そして最後、先ほどの条例の件でございま

す。 

 これは、当然大変大事な森林保全の観点の

部分ですけれども、こういう細かい、先ほど

ずっと説明がありました。売買とかいろんな

形であったり、そもそも、特に林地の場合に

は、所有者の名義を変えていないということ

がずっとあって、３代前のじいさんの名義で

あるとか、結局もう存在しない人がそのまま

所在をしている、そういう状況が結構ある中

で、こういう条例を進めるときの問題とか、

いろんな想定はどういうふうに考えているの

か、これを端的にちょっと教えていただけれ

ばと思います。 

 

○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 花粉交配用の蜜蜂の現状と技術実証の可能

性ということでお答えさせていただきます。 

 花粉交配用蜜蜂につきましては、県内で、

主にイチゴ、スイカ、メロンの花粉交配に使

用されております。イチゴで3,000群、追加

で１万群、メロンで7000群ほどが使用をされ

ておりまして、主に県内の養蜂家20数戸から

供給をされております。 
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 令和６年度に花粉交配用蜜蜂が不足した状

況もありまして、その際、養蜂家の方々が、

採蜜用の群を取り崩して補っていただきまし

た。そういうこともありまして、令和７年度

は、蜜蜂が少ない状態での増殖作業というこ

とで足りなくなることを非常に心配をしてい

たところです。 

 しかしながら、養蜂家の方々がしっかり努

力をいただきまして、イチゴでは、まず不足

が生じてはおりませんでした。追加供給につ

いても、一定量が供給されるということでご

ざいます。 

 それから、スイカ、メロンについては、２

月下旬から本格的な利用が始まったんですけ

れども、引き続き養蜂家の方々が御努力をい

ただきまして、養蜂家それから産地のほうに

聞き取ったところ、今のところスイカ、メロ

ンでも不足は生じていないという状況です。 

 ただ、やはりこういう不安定な状況にある

ということで、今回、こういう実証事業のほ

うをお願いしているところでございます。 

 具体的には、花粉交配用の昆虫いろいろい

るんですけれども、まずはクロマルハナバチ

ですね。これを使った実証あたりに取り組ん

でいければというふうに思っております。 

 例えば、イチゴでは、最初花が少ないとき

にクロマルハナバチを使ってしまうと、体も

大きくてちょっとというのがあって、それが

花に集中してしまうと、やっぱりよくないと

いうことで、最初、例えば蜜蜂を使って受粉

をしながら、後半はクロマルハナバチに変え

るとか、そういったところでしっかり使えて

いくんじゃないかなというふうに思っており

ます。そういった実証あたりもやっていきた

いというふうに思っております。 

 今のところは、ある程度蜜蜂は確保できて

いるんですけれども、今後のそういう不測の

事態に備えて取り組んでいきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

 

○林田担い手支援課長 担い手支援課です。 

 外国人材のことについてですけれども、外

国人材につきましては、現在、施設園芸を中

心に、ほかには、露地野菜ですとかそういっ

たところで、県内で大体5,500名程度の人材

がいらっしゃいます。 

 これまで、以前は中国からの方が多かった

んですけれども、その後、中国が減ってきま

して、ベトナムが増えてきております。ベト

ナムのほうもだんだんだんだんちょっとこう

減ってきまして、今はフィリピンとかインド

ネシアから来られる方が増えてきているとい

ったような状況です。こういった円安の状況

とか、あと、ほかの国あたりも、こういう実

習生、外国人材を必要とするというようなこ

とから、競合からだんだんだんだん受入れの

国が変遷してきたというような状況でござい

ます。 

 このまましますと、またフィリピン、イン

ドネシアからも減るのではないかなという懸

念がございますので、こういった事業を使い

まして、外国人材に対しましても、あと、う

ちの県の農業者、両方がウィン・ウィンにな

るような施策を取っていって、継続的に外国

人材の方に来ていただくような対応をしてい

きたいというふうに考えているところです。 

 以上でございます。 

 

○野間森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 先ほど委員から御質問のありました森林の

所有者ですね。登記されないで何代前という

ようなお話でございました。 

 それについてですが、平成24年に、国の法

によりまして、森林所有者が変わった場合

は、これは市町村の窓口になるんですけれど

も、届出を出しなさいというようなことにな

っております。 

 この趣旨は、やはり今委員おっしゃられた
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所有者が誰か分からないという、どんどんそ

こが細かく権利者が増えていくということ、

ここは歯止めかけたいということであってお

ります。それが正しく過去に遡ってとかいう

んじゃなくて、そのときに、土地所有者が変

わったというような場合になっております。 

 そのほか、そういうことで、届出が来たそ

のときに、市町村が窓口ですので、そこでい

ろいろ市町村の中の把握できる情報は修正さ

れております。 

 例えば、林地の台帳、林地台帳というのが

ございまして、森林の所有者のいろんな情報

が入っておりますけれども、そこの所有者の

情報もそこで書き換えていくというようなこ

ともございます。 

 あとは、森林の経営管理ということで、ち

ょっとまた細かい話になるんですけれども、

管理制度というのもできておりまして、そこ

は所有者に市町村がお尋ね、今後あなたの山

はどう管理していきますかという意向調査を

して、その結果をいただいて、所有者さんか

ら、もううちで管理できないからお任せしま

すというところは、市町村が一定期間預かっ

て管理をしていくというような制度もござい

ます。そういうのもあって、森林整備のほう

はやっていっているというような状況でござ

います。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 最初のポリネーターの分

は、いわゆる足らなければ結果的に生産にま

で影響しますので、しっかり代替というか、

そういうこともやっぱり考えていくのは大事

なことだというふうに思います。 

 それと、外国人材というのは、いわゆる世

界も取り合いになると、極端に言うと。先進

的な国が、結果的には労働者が足らないから

取り合いになる。そのときに、今まで日本に

来ていただいた方が必ずしも同じように確保

できるかとは、なかなか為替の関係もあっ

て、よその国のほうが条件がいいからという

ことで、日本を見捨てるという可能性もある

と。この辺もしっかり考えないと、どうも日

本人だけでは賄えぬような形の分になってい

るということで、しっかり日本に来ていただ

く。ある意味で、一回来た人は、やっぱり日

本の待遇がよかったとか、日本の人は親切で

よかったとか、こういうお金だけではなくて

違う意味での日本の評価というのもつくり上

げていくことも大事かなということで、こう

いう教育が大事だというふうに思います。 

 最後、森林の所有者等を含め、これはもう

ずっとこういう問題だけじゃなくて、いろい

ろ何かすると、所有者が分かれて境界が立会

いできなくて、結果的にもっとほかので困る

ということもたくさん付随しますので、こう

いう事業もしっかり宣伝をしながら、そして

意識を変わってもらうと、そして新しく名義

を変えていくと、こういう流れもつくらなき

ゃいけないかなというふうに思っております

ので、頑張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○山口裕委員 25ページ、有機農業の生産拡

大についてお尋ねします。 

 実は、以前県連のほうで我々勉強したこと

あったんですが、有機農業については、まだ

まだすごく小さな状況だったから、そんなに

取り組む人が多くない状況だったかなと思い

ますが、予算を見れば、かなり３倍ぐらいに

膨れ上がっておりますので、今どういった状

況なのか御説明をください。 

 その次なんですが、38ページ、花卉の振興

についてお尋ねしますが、３の花き管理Ｄ

Ｘ、このＤＸは、平準化や出荷のための栽培

技術等をデータ化する、どこをデータ化して

いくのか、この辺りをもうちょっと詳しく教

えてください。 

 次に、40ページ、天草大王の新系統の造成

事業なんですが、天草大王も、地元にも、そ
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して天草にも、そしてまた県内にも多くの方

が取り組んでいらっしゃいますけれども、こ

の系統をもう一度つくるんだ、新系統をつく

るということで、もう一度評価を高めるため

の事業かなと思いますが、ここもちょっと詳

しく説明をお願いします。 

 あと、105ページ、すみません、水産のほ

うで。 

 まず、御質問をさせていただきました海藻

類の研究や技術指導、このことについても教

えていただければと思います。 

 続きまして、99ページですかね。 

 今回、未来の漁村を支える人づくりという

ことで、拓心高校の話もちょっとさっきの説

明でありましたが、もうちょっと詳しく教え

ていただければと思います。 

 

○山本農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 25ページの有機農業生産拡大加速化事業に

関連して、有機農業の今の現状ということで

ございます。 

 有機農業につきまして、数値的なもので見

ますと、令和４年度のデータになりますけれ

ども、大体有機農業1,240ヘクタールほど栽

培面積がございまして、このうち、最もレベ

ルの高い有機ＪＡＳというのがございます

が、これが721ヘクタールということで、こ

れは全国第３位ということで、しっかりと本

県有機農業については取り組んでいる状況と

いうことでございます。 

 この有機農業生産拡大加速化事業、かなり

予算が上がってきているということで御指摘

もいただきましたけれども、これにつきまし

ては、通常のデジ田交付金の事業、プラス今

年度につきましては、国庫事業のみどり交付

金の事業、こういったものもこの中に入れ込

んだという形で額のほうが増えていっている

という状況でございます。 

 有機農業につきましては、先ほどお話ござ

いましたけれども、なかなか面積的にも農家

の方々が点在をしているいうことで、標準的

な技術がなかったりだとか、あるいは、販売

先についても、農家が点々としておりますの

で、通常の農業に比べると、いろんな情報収

集が難しいということで、参入がなかなか厳

しいという状況もございますし、また、非常

にレベルの高い有機ＪＡＳですと、緩衝地帯

ですね、ドリフトということで、隣の畑から

薬が来たりとか、これもいけませんので、そ

ういったものもつくらないといけない。そう

いうのもありまして、かなりハードルが高い

ということもございます。 

 そうした中で、この有機農業生産拡大加速

化事業をはじめとする国の事業を活用しなが

ら、コストがかかる部分というのを軽減しな

がら進めさせていっていただいているという

ところでございますし、まさにこの事業の中

では、いろんな技術を標準化されたものがあ

りませんので、相談窓口というのを設置しま

して、そこに相談をすると一元的にいろんな

ことを返してもらえる、こういった取組もし

ながら、今現在、国のほうでも、みどりの食

料システムということで環境負荷低減という

のを進めておりますので、しっかりと国と連

携しながら、こういった取組を進めていきた

いというふうに考えております。 

 農業技術課は以上でございます。 

 

○山口裕委員 １点返して聞いていいです

か。 

 先進的な取組というのは。 

 

○山本農業技術課長 先進的な取組といいま

すのが、環境に優しい農業については、減農

薬、減化学とかありますけれども、有機とい

うことで、もう全く化学農薬、化学肥料を使

わないという意味で先進的というふうに書か

せていただいております。 

 以上でございます。 
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○福永農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 38ページの花き管理ＤＸ推進事業の具体的

な内容ということかと思います。 

 センシング機器を活用して、データ、技術

の見える化を図っていこうというふうな取組

でございます。気温だったりとか、湿度だっ

たり、明るさだったり、土壌水分だったり、

そういったものをセンシング機器で測定をし

まして、要は、こういう条件のときにはこん

な管理をしましょうとか、そういったものを

しっかり技術の見える化をしていこうという

ことです。若い技術栽培者に対して、そうい

う見える化をしてやると取り組みやすくなる

ということで、そういったマニュアルを取り

まとめていこうというふうに考えておりま

す。品目は、カスミソウのほうでやっていこ

うかなというふうに思っております。 

 農産園芸課は以上でございます。 

 

○安武畜産課長 畜産課でございます。 

 天草大王につきましては、平成４年から農

業研究センターのほうで復元を始めまして、

13年度に復元が完了しております。それから

25年経過しておりまして、非常に今近交係数

が上昇してきているということで、その種

を、これまでずっと閉鎖系群で外部から血を

入れることなく、ずっとこう維持してきたわ

けですが、それをずっと続けると、近交係数

が上昇してしまうということで、今回、第２

世代の天草大王の新系統を造成する事業を提

案させていただいております。具体的には、

飼料費とかワクチン接種とか、そういうのに

要する経費をここに計上させていただいてお

ります。 

 

○山口裕委員 追加でちょっとお尋ねしてい

いですか。 

 天草大王というブランドを確立するため

に、皆さんも以前努力されたのも一定程度理

解しているんですが、飼養する期間とか、こ

ういったものが何か守られたり守られなかっ

たり、そういったこともあったやに記憶して

おりますけれども、そういったものももう一

回立て直すという観点でよろしいですか。 

 

○安武畜産課長 天草大王の飼養管理につき

ましては、マニュアルを作成しております。

で、通常115日ぐらいを大体出荷の目安とし

ておりますが、そこはやはり生産者のあか牛

みたいにこだわりがありまして、早く出す方

とか、やっぱりじっくり飼われる方がいらっ

しゃって、それはやはり生産者の方の経営判

断で今されている状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員 その辺りは、経営の判断とい

うことでありますけれども、せっかく系統を

しっかり立て直す形で、もう一度、市場でも

評価もありますし、この評価にそぐわない形

をもう一回再建していただければと思いま

す。 

 続けて、水産のほうもお願いします。すみ

ません。 

 

○山下水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 まず、海藻についてでございます。 

 水産研究センターにおいて、海藻類総合対

策事業を行うのですが、具体的内容につきま

しては、現在、養殖漁業ともに、環境変化ま

たは食害の影響により、その生産量ともに減

少している状況です。 

 藻場につきましては、水産生物の生育の場

としても重要でございますが、現在、30年前

と比較いたしまして、約30％減少していると

言われております。なので、その維持、再生

が重要であると考えているところです。 

 養殖につきましては、海域環境の変化に対
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応するために、例えば、高水温耐性のワカメ

とか、そういう品種改良、または、その養殖

技術の工夫等を行うこととしております。ま

た、あわせまして、養殖業者の皆様に対しま

して、きめ細かな技術指導を行う予定です。 

 また、藻場につきましては、モニタリング

による現状把握と併せまして、地域で藻場造

成を行われているんですが、その取組を推進

するために、藻場造成の効果調査も行いま

す。  

さらに、海藻の藻場マニュアルをしっかり

つくりまして、技術普及を図っていくことと

しております。 

 続きましては、担い手についてです。 

 未来を支える人づくり事業でございます

が、これまでは、漁業者になる希望がある

方、就業前から就業の支援を中心に行ってき

ましたが、まず、その前の段階でしっかり水

産業の魅力を発信するという意味で、今年度

から、水産高校に対しまして、スマート水産

業の現場実習等も行っております。そこを中

心にやっているのは水産研究センターでござ

いますが、水産研究センターのそういう研修

に関する機能もしっかり充実しながら、来年

度につきましては、水産高校以外の高校、具

体的には３校程度を想定しておりますが、そ

こにまず漁業者の方に行っていただいて、水

産業の魅力を発信していただくという出前教

室を計画しているところです。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員 藻場については、海藻につい

ては、これはもうしっかり取り組んでいただ

きたいという思いがありまして、そしてま

た、漁業者のみならず、その加工に加わる人

とかも加わっていただいて、この地域で生産

できる養殖、そしてまた天然、両方の藻場造

成には、今回マニュアルをもう一回つくられ

て取り組まれるということですので、大きな

期待と、そしてまた、一番に関わる漁業者に

とって、やっぱり藻場を造成する、藻場を大

きくするということは重要だということをや

っぱり理解していただけるよう努めていただ

ければと思います。 

 あと、若手の育成なんですけれども、しっ

かり収入が得られれば、若手の漁業者って誕

生したんですよね。もう18歳、高校卒業して

漁業に就業している若者もいますし、それに

は魅力があって、一定の若い世代にとっては

高い実入りがある、そういったところで頑張

っている若手もおりますので、そこだけを際

立たせるんじゃなくて、この有明海、八代

海、近海の海で頑張れる体制というのはどう

いうことがあるよということをしっかり伝え

ていただければと思います。よろしくお願い

します。 

 

○山本農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 先ほど、25ページの有機農業生産拡大加速

化事業で先進的な取組というお話がありまし

た。 

 これは有機農業に関することということで

お答えしましたけれども、まさにそのとおり

でございますが、補足させていただきます

と、この先進的な取組というのは、有機農業

の取組で、オーガニックビレッジという取組

で、市町村単位で地域ぐるみで生産から流

通、販売までの取組をするということで、先

進的というふうに書かせていただいておりま

す。 

 以上、説明は農業技術課でございます。 

 

○河津修司委員長 ほかに質問ございません

か。 

 

○幸村香代子委員 20ページをお願いしま

す。 

 ちょうど昨日県南のフードバレーの講演会

と交流会が開催をされておりまして、年々や
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っぱり中身も充実してきてますし、いろんな

異業種の方たちの参加も多くなって、非常に

これからの県南の農林畜産の発展につながっ

ていくのかなという期待も持ったんですが、

それでまず、昨日の開催の評価というか、そ

れを聞かせていただきたいのと、今年度、さ

らにどういったふうな構想をお持ちなのかと

いうことについてちょっとお話をしていただ

いていいですか。 

 

○甲斐流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 昨日はありがとうございました。 

 フードバレーの取組に関しましては、今年

度から、フードバレー構想ステージ２という

ことで、新たな展開で今取組を進めていると

ころでございます。 

 これまでは、どちらかといいますと、個人

の生産者の方とか加工事業者の方々への支援

というのがメインとなっておりましたけれど

も、今年度から新たに、これまであまり連携

しておりませんでしたけれども、地元の経済

団体との交流、連携につきましても力を入れ

て進めていくこととしておりまして、そうい

った意味で、今回の交流会では、そういう商

工団体の方々にも御出席をいただきまして、

これまで以上に広い分野で取組が連携して進

められていくという、そういう基盤といいま

すか、そういったことができてきたのではな

いかなということで、皆さんからもそういっ

た評価をいただいておりますので、一定の評

価はいただけているのかなというふうに感じ

ております。 

 それから、来年度につきましては、先日、

２月補正のほうで予算のほうをお認めいただ

きましたけれども、フードバレーの農産物の

高付加価値化緊急支援事業ということで、様

々な事業に取り組んでいくこととしておりま

して、これまで取り組んでまいりましたよう

な販路拡大の取組に加えまして、こちらのほ

うも、また地元でのフードバレーの盛り上げ

ということで、県南各地域におけます食の関

連のイベントですとか、また、こちらのほう

でも、商工関係の団体と地元の商工会議所、

商工会と連携しましたイベント、取組などを

進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○幸村香代子委員 ありがとうございます。 

 本当に経済団体との連携というのが、とて

も大切になってきているなというふうに思う

のと、また、経済団体の方たちも非常に高い

関心をお持ちで、やっぱり応援していかない

かぬよねというふうなお声も大分いただいた

ところです。聞こえてきております。 

 そして、昨日の中で高校生の発表がありま

したよね。あれは商品化されていくんですか

ね。ちょっとそこを気になったので。 

 

○甲斐流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 高校生のほうが開発した商品につきまして

は、もう本当に商品化をして販路のほうも開

拓をしていくということで、様々なアドバイ

スですとか、プロのバイヤーからの助言と

か、そういったところで支援を進めていくこ

ととしております。 

 以上でございます。 

 

○幸村香代子委員 ありがとうございます。 

 高校生が地元の食材に関心を持って、それ

を加工して商品にしていくという、その経験

ってやっぱりすごく大きいというふうに思う

んです。なおかつ、それを、まずは22ページ

に地産地消がありますけれども、地産地消

で、そういう高校生が開発したものを地元で

使っていくというようなものにもつなげてい

ければなというふうに思います。 

 昨日は、そういったことも含めて、ステー
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ジ２といったところで、やっぱり変わってき

たなということも感じましたので、ぜひ次に

つながるような取組をまた進めていただきた

いなというふうに思います。 

 以上です。 

 

○河津修司委員長 ほかに質疑はありません

か。――なければ、以上で質疑を終了いたし

ます。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第46号、第55号、第56号及び

第87号について、一括して採決したいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第46号外３件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 異議なしと認めます。よ

って、議案第46号外３件は、原案のとおり可

決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査をすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 

  （「はい、異議なし」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が４件あっておりま

す。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いします。 

 

○林田担い手支援課長 担い手支援課でござ

います。 

 その他報告事項①新規就農者の状況につい

てでございます。 

 １ページをお願いします。 

 今回の調査期間は、令和６年５月から令和

７年４月までの１年間でございますが、この

間の新規就農者数は384人と、前期に比べて

８人増加しております。 

 内訳を就農形態別に見ますと、自ら営農す

る新規自営就農者では、Ｕターン就農は３人

減少したものの、新規学卒就農者が21人増

加、非農家出身の新規参入者は５人増加で、

前期比23人増の226人となっております。一

方、法人等への新規雇用就農者は、15人減少

し、158人となりました。 

 国、県によるきめ細かな就農支援対策によ

り、親元就農者をはじめとした新規自営就農

者の減少に歯止めがかかった一方、新規雇用

は他産業との人材獲得の競合が継続し、減少

を続けているものと考えております。 

 下のページ、年齢別の状況では、20代の就

農者が138人と最も多く、10代から30代まで

が全体の約７割を占めております。 

 年齢別に就農形態を見ますと、新規学卒及

び新規雇用は20代で多く、Ｕターン就農者は

20代、30代で、新規参入は30代で多くなって

おります。 

 ３ページをお願いします。 

 地域別の状況では、菊池地域が76人と最も

多く、次いで、阿蘇、熊本、玉名地域と続い

ております。 

 下のページ、営農類型別では、施設野菜

が、Ｕターン、新規参入などの新規自営就農

を中心に130人と全体の約３分の１を占め、

次いで畜産が新規雇用就農を中心に88人とな

っております。 

 ５ページをお願いします。 

 新規自営就農者の定着状況ですが、表の右

側の赤枠に今回調査しました就農５年目まで

の離農率を記載しております。 

 離農率は、計の欄のとおり3.4％と低い水

準を保っており、高い割合で定着が図られて
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おります。 

 新規就農者の概要は以上でございます。 

 下のページには、本県における来年度当初

の取組を示しております。 

 農業を取り巻く環境の変化から、新規就農

者の確保は厳しい局面になっておりますが、

これまでの取組に加えて、小中学生に対する

就農啓発の強化や就農支援体制の整備など、

より細かに対策を実施し、取組の強化を図っ

てまいります。 

 以上で説明を終わります。 

 

○藤田林業振興課長 林業振興課です。 

 報告資料②くまもと林業大学校の機能拡充

に伴う基本構想(案)についてです。 

 資料の１ページをお願いします。 

 基本構想の位置づけです。 

 当基本構想は、機能拡充に伴う基本方針、

育成する人材、各コースの概要、研修施設、

組織・運営体制等の基本的な考え方を定め、

今後の具体的な検討を進めるための指針とな

るものとして策定するものです。 

 黄色い色の枠内、基本構想の内容について

は、第１章のくまもと林業大学校の機能拡充

の必要性から、第７章の新たな林業大学校の

開校時期までの７章の構成としております。 

 下のページをお願いします。 

 第１章、くまもと林業大学校の機能拡充の

必要性についてです。 

 最下段、左の黄色の枠内、令和６年度に、

くまもと林業大学校の機能拡充に伴うあり方

検討委員会から、(1)現場の即戦力となる人

財の育成、(2)組織の中核となる人財の育

成、(3)林業と併せて地域を活性化できる人

財の育成が必要との提言がなされました。 

 この提言を受けまして、右の緑の枠内、入

校者の確保や人材育成に当たっての課題等に

対応し、次世代の林業担い手を確保、育成す

るには、検討委員会の提言等を踏まえ、林業

大学校の機能を拡充し、魅力の向上を図り、

選ばれるくまもと林業大学校となる必要があ

るとしたところです。 

 ３ページをお願いします。 

 第２章、人材育成の基本方針についてで

す。 

 中段の枠内、基本方針です。 

 熊本県の充実した森林資源を、「伐って、

使って、植えて、育てる」という循環利用を

確立し、「持続的で活力あふれる「くまもと

の森林・林業」を創る」ため、次世代をリー

ドする林業担い手を確保、育成することと

し、１、現場の即戦力となる人材を育成する

１年コース、２、林業経営を担える人材を育

成する２年コース、３、林業と共に山暮らし

をできる人材を育成するショートコースを設

置いたします。 

 下のページをお願いします。 

 第３章、各コースのカリキュラム等の概要

についてです。 

 左の枠内、新設します２年コースの概要に

ついて。 

 １、コースの内容として、林業経営者を育

成することとし、研修生定員は、１学年８名

程度の規模で検討をしてまいります。 

 ３、カリキュラム内容は、記載のとおりで

すが、下線の内容は２年コースのみで実施す

るものです。 

 次に、右の枠内、新設のショートコースの

概要についてです。 

 コースの内容として、半林半Ｘを実践でき

る人材を育成することとし、研修生定員は10

名程度の規模で検討いたします。 

 カリキュラム内容は、森林・林業に関する

プログラムは必修とし、半Ｘとなるその他プ

ログラムは選択制といたします。 

 ５ページをお願いします。 

 第４章、研修施設、演習林の設置について

です。 

 上段の機能拡充の拠点について。 

 林業大学校の機能拡充については、①豊か
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な森林資源を有し、②県内屈指の林業地域で

あり、③現場研修のフィールドとして活用で

きる県有林が多くある五木村の県南校を拠点

といたします。 

 新設する２年コースとショートコースにつ

いては、五木村の県南校で実施することとい

たします。 

 なお、既存の１年コースについては、カリ

キュラムを拡充の上、引き続き、熊本市の県

北校と五木村の県南校の２校体制で実施いた

します。 

 ６ページをお願いします。 

 最下段、第７章、新たな林業大学校の開校

時期についてです。 

 林業大学校の機能拡充に向けて、五木東小

学校の校舎の活用、研修施設の整備、２年コ

ースなどの詳細なカリキュラムの決定、講師

陣の選定、組織・運営体制の検討、関係機関

等との連携・協力体制の構築などを着実に進

め、新たな林業大学校を令和10年４月に開校

することを目指すこととしております。 

 林業振興課は以上です。 

 

○山下水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 報告資料③新漁業取締船あまくさの就役に

ついてをお願いします。 

 裏面をお願いします。 

 令和５年12月に漁業取締船「ひご」が、令

和７年11月に漁業取締船「あまくさ」が退役

し、その代船として、新たに漁業取締船「あ

まくさ」を建造し、令和８年３月に就役いた

しました。 

 総事業費は12億1,000万、総トン数は68ト

ンで、40ノット以上の速力を有しておりま

す。また、主な搭載機器として、電光掲示

板、電子海図表示装置及び海上監視カメラ装

置を搭載いたしました。 

 今後は、漁業取締船「あそ」と２隻体制で

漁業取締りを実施してまいります。 

 なお、来週３月17日火曜日に、宇城市三角

町で就役式及び記念航海を開催する予定とし

ております。 

 水産振興課は以上です。 

 

○野入農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 報告事項④をお願いいたします。 

 令和７年８月豪雨を踏まえた浸水被害を軽

減する対策(案)について御報告します。 

 本件につきましては、本日の建設常任委員

会でも同様に御報告いたします。 

 上段１では、豪雨の概要と被害の状況を整

理しております。 

 次に、右の２ですが、これまでに検討会を

３回開催し、学識者への意見聴取も行った上

で、浸水被害を軽減する各対策案や事業主

体、ロードマップについて議論したところで

す。 

 次に、下段３の主な課題及び対策の概要で

す。 

 中上流部、沿岸部、市街地部の３つの地域

におけるそれぞれの地域特性を踏まえた課題

と対策になります。 

 なお、青字の表記が農林水産部の取組でご

ざいます。 

 左上の共通は、３つの地域全てに共通する

事項です。 

 気候変動への対応や河川整備の加速化に対

し、河川整備基本方針及び河川整備計画の策

定、変更、河道掘削、河道整備を進めてまい

ります。 

 次に、右の中上流部です。 

 洪水調節施設などの整備、活用やかんがい

施設等の治水利用に対し、遊水地整備及びダ

ムやため池等における事前放流、田んぼダム

の取組拡大を進めてまいります。 

 次に、左下の沿岸部です。 

 排水機場の浸水対策や非常時の対応、かん

がい施設等の治水利用に対し、施設の高所
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化、耐水化、排水機場ＢＣＰの見直し、災害

応急ポンプの配備、排水機場等による事前放

流を進めてまいります。 

 次に、右下の市街地部です。 

 内水による浸水リスクの把握や都市化によ

る雨水流出量の増大に対し、内水被害のリス

ク情報の周知、調整池の有効活用、雨水貯留

施設の設置を進めてまいります。 

 最後に、右の４、今後の予定です。 

 今後、対策案について、改めて学識者に意

見聴取し、３月18日に予定する第４回検討会

で対策を取りまとめ、今年の出水期までに各

流域治水プロジェクトへ反映する予定です。 

 農村計画課は以上です。 

 

○河津修司委員長 以上で執行部の報告が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 くまもと林業大学校の機能拡

充に伴う基本構想案についてでありますけれ

ども、全国に、全部じゃありませんけれど

も、かなりの数、林業大学、各県で都道府県

主催でおつくりいただいているというお話を

伺ってます。今大体どのくらいあるのかが１

つと、それから、それぞれの大学の状況です

ね。私、一部非常に入学者が少なくて、苦戦

している大学があるという話も聞いておりま

すけれども、その状況について教えてくださ

い。 

 そういう状況の中にあって、今回２年制コ

ースも含めた新しい新規のカリキュラムをお

つくりいただくということは、大変ありがた

いことだというふうに思っておりますし、ま

た、五木村のフィールドを活用いただくとい

うことも、五木村振興について非常にプラス

になるというふうに思って、地元の期待も大

きいんじゃないかなというふうに思っている

ところでありますけれども、これから先、そ

ういう生徒募集をしていきながらしっかりと

教育していただいて、そういう人たちが、ま

た今度は現場の中で活動していただきたいと

いうふうに思ってますが、卒業後の道につい

て、先ほどちょっとお話があったと思います

けれども、現状についてもう一回教えていた

だければと思います。 

 以上です。 

 

○藤田林業振興課長 林業振興課です。御質

問いただきました。 

 今日の資料の２ページをお願いいたしま

す。 

 まず、全国に何校あるかという御質問に対

しまして、真ん中の段、(3)課題のところを

御覧ください。 

 入校生の確保というところがございますけ

れども、ここに折れ線グラフを表示しており

ます。 

 令和７年度現在で、全国に29校が設置され

ております。本年度４月に鹿児島県に設置と

なりまして、全国では29校ですけれども、九

州では４校、熊本、宮崎、大分、鹿児島、こ

の４校が現在設置されているといういう状況

です。 

 本県、令和７年の入校生は、24名の定員に

対しまして16名でございました。その16名

は、来週卒業いたしますが、全て林業事業体

に就職するというような状況になっておりま

す。 

 委員からも御指摘のとおり、ある県におき

ましては、定員に対して１名しか入ってない

というような林業大学校もあるということ

で、やはり他産業等の獲得、また、高齢化、

少子というようなところで人員の確保に苦慮

しているというところが各県同じような状況

になっております。 

 一方で、来年度、本県におきましては、24

名に対して１名辞退者が出ましたが、23名の

方が入校するということで人員確保ができて
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いる状況です。 

 卒業生の状況、本年度の方は全て林業だっ

たんですけれども、２ページの資料(2)のと

ころを見ていただきますと、令和元年開校い

たしまして、令和６年まで105名の卒業生が

卒業しております。105名も全て林業に就業

いただいているというような状況になってお

ります。 

 先ほど農業の就農者数が報告されましたけ

れども、林業については、認定事業体、把握

できている会社での統計ですけれども、73名

が令和６年度は林業に就いていただいたとい

う状況で、令和元年からの林業大学校を開校

しましてからは、毎年平均80人が林業に就業

いただいているというような状況になってお

ります。 

 県の目標としましては、100名というのを

目標としておりますので、この２年制大学に

しまして、さらに林業に就業いただけるよう

な環境を整えていきたいと考えております。 

 林業振興課は以上です。 

 

○前川收委員 さっき聞き忘れたんですけれ

ども、２年制大学を持っているところは幾つ

あるんですか。 

 

○藤田林業振興課長 全国は、ちょっとすみ

ません、正確な数字はございませんけれど

も、九州では熊本が初という状況になります

けれども、例えば、委員会で視察いただきま

した北海道でありますとか、京都、長野県と

いったところは、もう長く２年制大学でやら

れております。 

 

○前川收委員 はい、ありがとうございま

す。大丈夫です。 

 

○河津修司委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○池永幸生副委員長 新規就農者の方が、20

代が一番多いというふうにありますけれど

も、辞めていく人がかなりあるんじゃなかろ

うかな。それは辞める定義というのがいろい

ろですね。漬物を作る人もおるだろうし、そ

ういった感じで辞める人の数が分かったら教

えてもらえますか。 

 

○林田担い手支援課長 担い手支援課です。 

 確かに、委員がおっしゃられたとおり、20

代の就農者が多いんですけれども、辞めた方

につきましては、５ページのほうにございま

して、新規自営就農者の定着状況というとこ

ろで、過去５年間につきましては、就農者数

が1,162名中40名が辞められたというところ

で、辞められた方の割合が3.4％ということ

になっております。辞められた方の年代とい

うのは、ちょっと分かりませんので、申し訳

ありません。 

 

○河津修司委員長 よろしいですか、副委員

長。 

 

○池永幸生副委員長 はい。 

 

○河津修司委員長 そのほか質疑はございま

せんか。――なければ、以上で質疑を終了い

たします。 

 ここで、私のほうから、11月定例会の委員

会において、取りまとめを御一任いただきま

した令和７年度農林水産常任委員会における

取組の成果について、お手元に配付のとおり

案を作成しましたので、説明します。 

 この常任委員会における取組の成果は、今

年度の当委員会の審議の中で、委員から提起

された様々な課題や要望等の中から、執行部

の取組が具体的に進んだ主な項目を取り上

げ、３月に県議会のホームページで公表する

ものです。 

 項目の選定等について、池永副委員長や執
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行部とで協議し、当委員会としては、10項目

の取組を上げた案を作成いたしました。 

 もちろん、ここに記載の項目以外の提案さ

れた課題や要望等についても、執行部で調

査、検討を続けておられますが、ここに上げ

た項目は、具体的な取組が進んだものなど代

表的なものを選定しております。 

 それでは、この案につきまして、何か御意

見ありませんでしょうか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 なしということで、それ

では、この案でホームページに掲載したいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、掲載までに、簡易な文言の修正、時

点修正等があった場合は、委員長に一任いた

だきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 異議なしということで、

それでは、そのようにさせていただきます。 

 最後に、その他で委員から何かございませ

んでしょうか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして第８回農林水

産常任委員会を閉会いたします。 

  午後０時13分閉会 

――――――――――――――― 

○河津修司委員長 本委員会の執行部のほう

で、本年３月末をもって役職定年等をされる

方が４名いらっしゃいます。 

 それぞれ一言ずつ御挨拶いただければと思

いますが、委員の皆様よろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○河津修司委員長 それでは、１人ずつ、一

言ずつでも結構ですので、お聞かせいただけ

ればと思います。 

   (中島農林水産部長～山下森林保全課長

の順に退任挨拶)  

○河津修司委員長 県庁を辞められます４名

の皆様、お疲れさまでした。 

 なお、今年度最後の委員会でありますの

で、一言私からも御挨拶を申し上げます。 

 この１年間、池永副委員長をはじめ委員の

皆様の御協力をいただきながら、委員会の活

動を進めてまいりましたが、各委員におかれ

ましては、県政の抱える重要な諸問題につき

まして、終始熱心な御審議を賜り、誠にあり

がとうございます。 

 また、中島部長をはじめ執行部の皆様にお

かれましても、委員会において常に丁寧な説

明と答弁をいただき、心から厚くお礼を申し

上げます。ありがとうございました。 

 先ほど御挨拶いただきましたが、この３月

をもって勇退される方におかれましては、長

い間県政に携わっていただき、誠に御苦労さ

までございました。 

 本県は、熊本地震、豪雨災害からの復旧、

復興など問題を抱え、農林水産部にあって

は、毎年のように発生する自然災害による被

害や半導体関連企業の集積に関わる代替農地

確保及び物価高対策等への対応など、大変な

状況にありますが、御勇退後も県民の一人と

してお力添えをいただきますようお願いいた

します。 

 また、引き続き県に残られる方におかれま

しては、今後も県政に携われるということ

で、これまでの経験と知識を生かして、今後

もますますの活躍をお祈りいたします。 

 最後になりましたが、委員各位並びに執行

部の皆様のますますの御健勝と御活躍を祈念

いたしまして、簡単でありますが、挨拶とさ

せていただきます。 

 どうもお世話になりました。（拍手） 

 次に、池永副委員長からも一言御挨拶をお

願いします。 

 

○池永幸生副委員長 １年間お世話になりま

した。河津委員長にもし何かあったときは命
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をかけて守るつもりが、なかなか丈夫で──

また、委員会、もともと私も百姓の出ですか

ら、元に返ったかなという思いをしておりま

す。 

 また、これから先も、本県の農業関係に関

しまして、大変な課題に御対応いただきます

ことをお願いし、挨拶とします。（拍手） 

 

○河津修司委員長 以上で委員会を終了させ

ていただきます。 

  午後０時22分 
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